
                           
 
 
 
 
                           

＜近畿修猷会 第 50 回 総会議事録＞ 
  
開催日時     2025 年 11 月 15 日（土）16 時 
開催場所     ホテルモントレ大阪（梅田） 7 階 「アマリエ・パルフィ」 
出席者数     ２８０名 
（注） 総会開会の辞の後、代表世話人挨拶を経て議事に入る。 
 
１，事業報告 
★イベント等の開催については、春、秋、ゴルフ大会を冊子の表のように行いました。 
★新聞については、 
春、秋に 73、74 号を発行し、各約千部を会員、母校、同窓会本部・各支部に送付しました。 
なお、50 周年記念として 50 年前の設立当時の模様を語っていただいた座談会を行って、新聞別紙を
作成しました。 
★クラブ活動については、 
ライフ・キャリア研究会が発足しは、クラブの数は計１４となりました。 
今年は、クラブや当番幹事六星会、プロジェクトチームなど活動者同士のコラボによる開催が増えていま

す。 
★総会 
1 月から 50 周年記念イベント準備プロジェクトチームを立ち上げ、10 人の世話人会メンバーと六星会
の皆さんと協力しながら７回の会合を行い、様々な記念式典に関する準備を行いました。 
 
なお、今年度の方針、【既存の活動の発展による会組織の活性化】については 「クラブ活動」をより活用
していただきたいとの思いで、冊子に載せているように年間予定表を作成し HP などで公開しています。 
年間 80 を超えるイベント・・・平均週に 1.5 回何かやっているという近畿の活動ぶりがわかります。 
 
もう一つの方針として、毎年会員数が少しずつ減少することへの対策として、これまで同窓会活動に関わ
ってこられなかった方々や学生に近畿修猷会に関心をもってもらうため「新たな価値づくりの取組」を行い 

50 歳前後や学生向けに ライフ・キャリアサロンを 研究会の皆さんに開いていただきました。 
以上が報告事項です。  
 
では、第 1 号議案 決算書類承認の件/監査報告をご説明いたします。 
2024 年度の収支決算は既に 1 月の世話人会で承認をいただいていますが、決算の承認は総会事項
となっていますので、改めてご承認を得たく思います。 
収入の部では、会費納入者が前年に比べ微増、寄付は前年に比べ 1.9 倍と大きく増えました。しかし
総会会場ホテル代など諸物価高騰のため、結果として繰越金が予算に比べ若干少ない 359 万 4 千
円となりました。 
なお、近畿修猷会は 11 月に総会を開くため、年度途中 1 0 月 15 日締めの仮決算を行うことになって

いますので、２．として 2025 年度収支決算を説明します。 
今年は会の設立 50 周年記念ということで会費納入は前年同期に比べ１.2 倍となりコロナ前の水準に
戻ってきました。 寄付金は、予算に対して 1.8 倍に達しました。 



支出については、六星会の皆さんに抑えていただいた結果、10 月 15 日時点での繰越金は 528 万 5
千円になりました。これらの数値に対し、会計監事の方々 監査報告をお願いします。 
 
（会計監事世話人  花嶋温子氏および石田岳彦氏より） 
2024 年度通期収支決算書については 2025 年 1 月 20 日付にて、また 2025 年度収支の 10 月
15 日までの会計処理（仮締め）については 2025 年 10 月 26 日付にて、それぞれ監査した結果、
適正かつ妥当であることを認める旨、報告がありました。 
 

以上 報告事項、第 1 号議案 決算書類の承認・監査報告に関し、ご質問ご異議等はありますでし
ょうか？なお、10 月 15 日現在の繰越金は多いように見えますが、この記念式典のため多額の支出を
予定しており、財政は決して楽観できる状態ではないことを付け加えておきます。 

なければご承認の拍手をお願いします。 
意義なしの発言ならびに過半数のご同意をいただきましたので、第 1 号議案は承認されました。 
 

次に第 2 号議案 会則の変更（案）をご説明いたします。 
内容は 会の正式な役職として共同代表世話人を定義し、それを置くことができるというものです。 
その主旨は、私はこの 2 年代表世話人の任にありましたが、近畿の場合、他支部のような幹事長、事務
局長のポストが無いために、会の内・外からの問い合わせや相談事が代表世話人に寄せられます。結構
大変です。そのため、後任の方々にスムーズに代表を引き受けていただく環境整備として、代表世話人の
業務を分担する共同代表を置くことができるようにするものです。 
具体的には変更後と変更前を対比する形で表をつけていますのでご覧ください。 
第 4 条に共同代表を定義し、第 5 条にその選任方法・・・総会において選任するということ、第 6 条にそ

の任務…副代表というのは代表に事故があったときに初めて代表の代わりをするものですが、共同代表は
常時 代表世話人の業務の一部を分担すること としています。第 10、第 11 条は会議構成人として
の共同代表世話人を位置づける内容です。 
以上ですが、この第 2 号議案 共同代表世話人を置くことができるという会則の変更 についてご質
問、ご異議はありますでしょうか？ 
特に無いようですので、ご承認いただける方は、拍手をお願いします。 
ありがとうございます。過半数のご同意をいただきましたので、第 2 号議案は承認されました。 
 

続いて第 3 号議案 に移ります。世話人の任期は 2 年ですので今年は改選の年 ということで 
会則第 5 条 1 項に基づき、新たな世話人の選任をご提案いたします。 
まず代表世話人ですが、50 周年記念準備プロジェクト副リーダーとして活躍していただいた 

昭和 54 年卒の中原滋さんを私の後任として、提案します。よろしければ承認の拍手をお願いします。 
ありがとうございます。過半数のご同意をいただきましたので、この後の世話人等の選任については、ただい
ま承認されました中原さんに議長を交代し、中原さんから提案していただきます。 中原さんよろしくお願い
します。 
 

改めまして、ただいま次期代表世話人に選任されました、昭和 54 年卒の中原滋と申します。 
近畿修猷会の皆様には、引き続きご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。 
では、次期世話人会のメンバーについて、監事世話人を含めて 16 名を選任いいただきたく、提案いたし
ます。第 2 号議案で承認いただいた共同代表世話人としてこれまで副代表世話人を務めておりました、
田口彰さんにお願いし、会議運営チームリーダーを担っていただきます。副代表世話人は、久野啓祐さ

ん・遠山雅夫さんの 2 名にお願いし、久野さんは ICT チームリーダー、遠山さんは会員サポートチームリー
ダーをそれぞれ引き続き担当していただきます。遠座俊明さんには草野浩一さんに代わって新たに会計チ
ームリーダーを引き受けていただきます。また、新たに昭和 54 年卒の村川雅彦さんと平成 5 年卒の作野



剛士さんの 2 名に世話人に就任いただき、村川さんには事業運営のチームリーダーを担っていただきま
す。以下、山本啓子さんと廣津聖子さんには会計、田辺晃子さんと森敏浩さんには事業運営、信國恵
美さんには会議運営と会員サポート業務を兼務で、安田良子さんには ICT、井上敏博さんには事業運
営と ICT を兼務で、作野剛士さんには会議運営、田中健吾さんには ICT と会員サポートを兼務で、そ
れぞれ担当いただき、効率的かつスムーズな運営を目指してまいります。また、監事世話人には引き続
き、花嶋温子さんと石田岳彦さんにお願いします。赤川直さん、草野浩一さん、野方誠さん、後藤健介
さんにつきましては、今季限りで世話人の任期満了とします。なお、副代表の大竹恵さんは、相談役を委
嘱する方針です。説明は以上でございます。 
 
本案につきましてご質問・ご意見はございませんでしょうか？ 
ないようですので、本案にご賛同いただける方は拍手をお願いします。 

ありがとうございます。過半数のご賛同を得ましたので、第 3 号議案は承認されました。 
この体制でしっかりと運営してまいります。 
 

続いて、第 4 号議案 相談役の委嘱についてご提案いたします。 
次期相談役として、松川雅典氏、芦原直哉氏、大竹恵氏のお三方に相談役を委嘱したいと思います。 
いずれの方も近畿修猷会の深い思い入れをお持ちで、会の運営に的確な助言もいただける方々として 
お願いする次第です。ご承認いただきますようお願いします。 
この案について、ご意見・ご質問はございませんでしょうか。 
ないようですので、ご賛同いただける方は拍手をお願いします。 
ありがとうございます。過半数のご賛同を得ましたので、第 4 号議案は承認されました。 
なお、これまで相談役を引き受けていただいておりました、昭和 32 年卒の松村先輩、昭和 37 年卒の

石丸先輩にはこの場を借りて御礼申し上げます。長い間ありがとうございました。 
 

続いて、第 5 号議案の 次年度事業運営方針及び収支予算案についてご説明いたします。 
事業運営方針ですが、新体制の下で学年幹事七猷会とともに、近畿修猷会 100 周年へ向けてスター
トラインに立ちます。大きく 2 つの方針を掲げ、一つは本会の特徴である日本一楽しい同窓会を継続す
べく、クラブ活動やイベントの活性化を図ります。14 のクラブ活動を支援するとともに、参加者が固定化し
つつあるイベントについては、情報提供や活動内容の発信を推進し、参加者の拡大を目指します。二つ
目は、ＩＴの活用です。1000 人規模の会員データを管理しておりますが、ＩＴをさらに活用して効率
的な運営を目指すとともに、個人情報管理やメール等のリスク管理をレベルアップする必要があります。ま
た、新聞のデジタル化なども検討してまいります。 
年間スケジュールとしては、春・秋新聞の発行やイベント開催を行い、来年の総会は今年より 1 週間遅

い 11 月 21 日土曜日開催を予定しております。 
 

次に、収支予算案です。 
おかげさまで、25 年度は年会費の納入者増加と多くの寄付金をいただきましたので、繰越金が 24 年度
並みに引き継げる見込みです。しかしながら、通信費、各種手数料、シクミネットなど IT 利用料やホテル
会場の開催費用などが値上がりし、単年度収支では 57 万円の赤字となる見込みです。２４のクラブ活
動の支援は継続したいですし、コスト削減には努力しますが厳しい状況であることはご理解いただきたいと
思います。このままですと、6 年後には財政破綻っぽくなりますが、ここにいらっしゃる方ではなく、お顔が見
えない 7 割の会員の方に是非年会費は払っていただけるように努力してまいります。皆様のご理解とご支
援を引き続きよろしくお願いします。 

では、本議案につきまして、ご質問、ご意見はございませんでしょうか？ 
ないようですので、ご承認いただける方は拍手をお願いします。 
ありがとうございます。過半数のご賛同を得ましたので、第 5 号議案は承認されました。 



 
以上をもちまして、本日の議事はすべて終了しました。これを持ちまして、近畿修猷会第 50 回総会 
を終了します。総会のスムーズな運営にご協力いただきありがとうございました。 

 （結） 
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第５０回（202５年度）近畿修猷会総会 議案書 

 

 

Ⅰ. 会議名 ：202５年度 近畿修猷会総会 

Ⅱ. 開催日時：202５年 11月 1５日（土）16:00〜16：20 

Ⅲ. 開催場所：ホテルモントレ大阪（梅田） 

Ⅳ. 議案 

報告事項   事業報告              

第 1号議案 決算書類承認の件/監査報告 

第 2号議案 会則の変更（案）について 

第 3号議案 世話人選任（案）について 

第 4号議案 相談役委嘱（案）について 

第 5号議案 次年度事業運営方針及び収支予算（案）について 
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事業報告 

★イベント 

春イベントは、5月３１日（土）に「奈良国立博物館特別展鑑賞と昼食会」を、秋イベントは、１０月５日（日）に「咲

くやこの花館✕グランピング BBQ」、１０月１８日（土）には、よみうりゴルフウエストコースで「ゴルフ大会」を開

催しました。 

★新聞 

春に第７３号、秋に第 7４号を発行し各約千部弱を会員、修猷館高校、各地同窓会に送付しました。春号では

パラリンピック視覚障害者柔道 73㌔級で見事金メダルを獲得された瀬戸勇次郎さん（平成 30年卒）、秋号

はアラスカのデナリに史上最年少で冬季単独登頂を果たした冒険登山家の栗秋正寿さん（平成３年卒）のインタ

ビューを特集し、館友の幅広い分野での活動ぶりが話題となりました。また、50周年記念事業として 50年前

の設立当時の模様を語っていただいた座談会を行い、新聞別紙を作成しました。 

★クラブ活動 

今期から活動を開始したライフ・キャリア研究会は、後半人生をともに考えたいという 50歳前後のメンバー

で立ち上げられ、自分たちの課題である長寿社会での歩き方のほか、学生向けにキャリアアドバイスを行うイベ

ントを開催しました。これで近畿修猷会のクラブの数は１４となりました。 

そのほか、これまでも猷遊会（ゴルフクラブ）は年度幹事との共催でゴルフ大会を開催してきましたが、昨年

立ち上げられた猷食グルメクラブも年度幹事との共催で秋のグランピング BBQを開催し、こうしたイベントを

クラブとのコラボで実施することでより楽しく充実したものにすることができました。 

また与華燈会は近畿修猷会設立 50周年準備 PTと共同でラグビー部 100周年記念として開催された花

園でのラグビー試合の応援イベントを企画・運営するなど活動者同士のコラボも始まりました。 

★総会 

2023年、24年の会場であったホテルモントレグラスミア大阪（難波）が設立 50周年記念式典を行うには

狭かったことから、今回は JR大阪駅からも近いホテルモントレ大阪（梅田）での開催とし、また、1月の時点か

ら 50周年記念総会準備プロジェクトチームを立ち上げ、10名の世話人会メンバーと六星会の年度世話人と

協力しながら７回の会合を行い、総会の内容、例年以上の寄付や 300名を目指した動員、記念品やお土産等

の企画・立案、広告宣伝 具体的な声掛け等の準備を行いました。 

イベント等の開催 

 

 

 

 

 

各種会議については、参加者の状況に応じてオンライン併用のハイブリッド会議としています。 

なお、議事録は近畿修猷会ホームページからご覧いただけますのでご参照下さい。 

会議等の開催 
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本年度は以下の二つの方針を掲げて本会の運営に取り組みました。 

                                    

■方針 1：既活動の発展による組織活性化 

「人も組織も活動することで元気・健康を維

持、増進することができる」という考え方のも

と、近畿修猷会の特徴である「クラブ活動」を更

に活用し、会員の皆さんの親睦を深める活動を

進めました。クラブ活動等については春・秋イベ

ントなど全体イベントも含め、各クラブの活動予

定と参加する場合の連絡先を記した年間 80を

超えるイベント予定一覧表（右表）を作成し、ホー

ムページにも掲載したほか、合同新年会や世話

人会で配布しました。また、14 番目となるライ

フ・キャリア研究会の発足を支援したほか、全体

イベントと各クラブとのコラボレーションによる

イベント企画・運営も進めました。 

 

■方針 2 :新たな価値創造の取組み 

近畿修猷会の登録会員数の漸減に歯止めが

かからない状況下、人手不足社会になり、同窓

会の担い手の先細りも懸念される中で、特に今

まで修猷同窓会活動にかかわって来られなかっ

た方々や大学生などにも同窓会に関心をもって

もらうための新たな近畿修猷会の価値づくりを

始めました。 

人生 100 年時代で長くなった後半人生のス

タートについて関心がある方々や、会社・企業生

活での本当のところや可能性を知りたい学生な

どに対し修猷館同窓会リソースの一端を紹介す

る意味で、“50 代からの「自分らしい生き方」を

考えるライフ・キャリアサロンでの講演や先輩中

高年者が歩んできた様々な人生キャリアを紹介

し学生と語り合うサロン形式のイベントを開催し

ました。それらの活動もあり、若手の入会や学生

の総会への参加が増えましたが、全体としては 

まだ道半ばというところです。 

表）2025年度近畿修猷会イベント、クラブ活動予定表（5月作成分） 
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第１号議案 決算書類承認の件/監査報告 

 

１．202４年度収支決算 

 昨年の総会でご承認頂いた１０月１５日までの決算にそれ以降１２月末日までの数値を合算した収支は３３７

千円のマイナスとなり繰越金は 3,５９４千円となりました。 

 

 私たち会計監事世話人は、2024 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日までの会計処理について監査した結果、適正かつ妥当であることを 
認めます。                                              2025 年 1 月 20 日 会計監事世話人 花嶋温子（昭和 55 年卒） 

                                                                      会計監事世話人 石田岳彦（平成 3 年卒） 

                                

① 収入の部では通年の会費納入者が 2７６名で 8２８千円となりました（前年対比１０１.８％）。 

2019年度の会費納入者は 341名でしたが、会員数の漸減傾向に歯止めがかからず、コロナの影響で 

落ち込んだ数字の回復にはいたっていません。（年会費収入は 2019年度対比 約 8１％の水準） 

②  寄付金については、２０２４年度は５８名（６８口）５４３千円となり前年の７１名 2８８千円に比べ２５５千円

増加しました（前年対比１９０.０％）。 2020～2023年度は３００千円を下回る水準が続いていました

が、やっと ５００千円を回復しました。 

③ 春秋イベントについては、ほぼ収支がトントンとなりましたが、総会については、会場ホテル費用が諸物価 

高騰により増加し１６０千円の支出超過となったため、総会助成金によりカバーしました。 

④ 支出の部では 2020年度から導入した春・秋イベント助成金（計１５０千円）、クラブ活動助成金２４０千円

のほか、総会助成金２５０千円を支出しました。 

⑤ 年間収支は、総会費・新聞送付の費用が増加したため、事務的経費の合理化等で収支改善も行なっていた

だきましたが、年会費納入者・寄付金者ともに当初目論見ほどには増えず、結果として次期繰越金が予算比

12６千円のショートとなる 3,594千円になりました。 

 



 5 

２．202５年度収支決算（10月 1５日現在） 

収入の部では総会を除く全イベントを実施し、会費支払、寄付金額については、設立 50周年記念イベント準

備プロジェクトチームの活動等により大幅な増加となりました。会費支払はコロナ禍後低迷状態が続いていま

したが前年同期比 1.2倍となり コロナ禍前と同水準に、特に寄付金は、寄付者数、金額とも大幅に増え、金額

は 10月 15日時点で前年同期比４１５％の 1599千円の増加となり予算時（目標）の１.８倍に達しました。 

会費納入状況 

（1/1-10/15） 

 

 

 

 

 

 

支出の部では、会員に還元し各活動の参加者を増やす趣旨でクラブ活動助成金を２４０千円支出しました。 

また、同窓会本部から修猷館同窓会名簿 2025年版への近畿修猷会広告掲載依頼があり、１００千円を支出 

しました。また、50周年記念及び物価高騰等で新聞作成・送料等が増加しましたが当番学年六星会の皆さんに

削減努力をしていただきその増加分をほぼカバーし、また春・秋イベントでは収支バランスに気を配っていただ

き、助成金支出を３３千円と前年に比べ１０１千円削減していただきました。それらの結果、前年同期に対し収入

全体で １，７３４千円増加（総会参加事前納入会費を除く）に対し、支出が２０千円増加したことで収支差額は

１，７１４千円のプラス（前年同期は２８０千円のマイナス）となり、繰越金は 10月１５日時点で５，２８５千円とな

りました。 

 
私たち会計監事世話人は、2025 年 1 月 1 日から 2025 年 10 月 15 日までの会計処理について監査した結果、適正かつ妥当であることを 

認めます。                                              2025 年 10 月 26 日 会計監事世話人 花嶋温子（昭和 55 年卒） 

                                                                        会計監事世話人 石田岳彦（平成 3 年卒） 

 



 6 

第 2号議案 会則の変更（案）について 

 

会の正式な役職として共同代表世話人を定義し、それを置くことができるという会則の変更を提案し

ます。 

【共同代表世話人追加の主旨】 

近畿修猷会は他の同窓会組織にある幹事長や事務局長のポストが無く、会内・外からの問い合わせや相談事が

代表世話人に寄せられます。今後、スムーズに代表世話人を引き継いで行くために、当該者の諸事情により、 

業務を分担する共同代表世話人の選任が出来るようにするものです。 

内容： 

第 4条に共同代表世話人を定義し、第 5条にその選任方法、第 6条にその任務、第 10条および第 11条に

会議構成人として共同代表世話人を位置づけます。 

 

改 訂 後 （案） 改 定 前 （旧） 

第４条  世話人 

１．本会の運営のお世話をする組織として以下の

世話人を置く。 

１）代表世話⼈       １名 

２）副代表世話人 若干名 

３）世話人        若干名 

４）学年代表世話人    各年次１名 

５）監事世話人       ２名 

２．必要に応じて共同代表世話人を 1 名置くこと

ができる。 

第４条  世話人 

１．本会の運営のお世話をする組織として以下の

世話人を置く。 

１）代表世話人       １名 

２）副代表世話人 若干名 

３）世話人        若干名 

４）学年代表世話人    各年次１名 

５）監事世話人       ２名 

 

第５条  世話人の選任 

１．代表世話人、共同代表世話人、副代表世話人、

チームリーダー世話人、世話人及び監事世話

人は総会において選出する。  

２．学年代表世話人は各年度の会員が選出した会

員を代表世話人が委嘱する。 

第５条  世話人の選任 

１．代表世話人、副代表世話人、チームリーダー世

話人、世話人及び監事世話人は総会において

選出する。  

２．学年代表世話人は各年度の会員が選出した会

員を代表世話人が委嘱する。 
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第 6条  世話人の任務 

世話人は次の各号に定める会務を遂行する。な

お、世話人の活動は全てボランティアとする。  

１）代表世話人は本会を代表し会務全般を掌る。 

２）共同代表世話人は代表世話人の会務の一部を

分担し、代表世話⼈に事故ある時はその代理

を⾏う。 

３）副代表世話人は代表世話人、共同代表世話人

を補佐し、共同代表世話人に次いで代表世話

人に事故ある時はその代理を行う。  

４）世話人はチームに所属して会務を遂行する。 

５）学年代表世話人は学年を代表し、同学年の会

員をまとめて会務を遂行する。  

６）監事世話人は本会の会計及び会務遂行状況を

監査する。 

第 6条  世話人の任務 

世話人は次の各号に定める会務を遂行する。な

お、世話人の活動は全てボランティアとする。  

１）代表世話人は本会を代表し会務全般を掌る。 

 

 

 

２）副代表世話人は代表世話人を補佐し、代表世

話人に事故ある時はその代理を行う。  

３）世話人はチームに所属して会務を遂行する。 

４）学年代表世話人は学年を代表し、同学年の会

員をまとめて会務を遂行する。  

５）監事世話人は本会の会計及び会務遂行状況を

監査する。 

第１０条  世話人会 

１．世話人会は代表世話人、共同代表世話人、副代

表世話人、世話人、及び学年代表世話人をもっ

て構成する。  

２．世話人会は代表世話人が必要に応じてこれを

招集し議長となる。 

３．世話人会は以下の各号を行う。 

１）事業運営・会務活動に関する審議  

２）総会議案に関する審議 

３）事務活動に関する報告 

４）チームの設置及びリーダーの選任 

５）その他 

４．世話人会の議案は出席世話人の過半をもって

議決する。 

 ５．会員は世話人会に陪席することができる。 

第１０条  世話人会 

１．世話人会は代表世話人、副代表世話人、世話

人、及び学年代表世話人をもって構成する。  

２．世話人会は代表世話人が必要に応じてこれを

招集し議長となる。 

３．世話人会は以下の各号を行う。 

１）事業運営・会務活動に関する審議  

２）総会議案に関する審議 

３）事務活動に関する報告 

４）チームの設置及びリーダーの選任 

５）その他 

４．世話人会の議案は出席世話人の過半をもって

議決する。 

 ５．会員は世話人会に陪席することができる。 
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第１１条  常任世話人会 

１．代表世話⼈は総会及び世話人会における決定

事項についてその具体的実施内容を審議する

ため、必要に応じて常任世話人を招集し開催

する。 

２．常任世話人会は代表世話人、共同代表世話人、

副代表世話人、世話人をもって構成する。 

３．常任世話人会は代表世話人が必要に応じてこ

れを招集し議長となる。 

４．常任世話人会の議案は出席世話人の過半をも

って議決する。 

第１１条  常任世話人会 

１．代表世話人は総会及び世話人会における決定

事項についてその具体的実施内容を審議する

ため、必要に応じて常任世話人を招集し開催

する。 

２．常任世話人会は代表世話人、副代表世話人、世

話人をもって構成する。 

３．常任世話人会は代表世話人が必要に応じてこ

れを招集し議長となる。 

４．常任世話人会の議案は出席世話人の過半をも

って議決する。 
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第 3号議案 世話人選任（案）について 

 

 会則第５条１項に基づき、下記の者を世話人に選任することを提案します。 

 

代表世話人    中原 滋    （昭和 5４年卒）  

――――＜議長を新代表世話人に交代＞―――― 

共同代表世話人 田口 彰   （昭和 54年卒）   会議運営 TL 

副代表世話人  久野 啓祐   （昭和 59年卒）   I C T T L 

同       遠山 雅夫  （昭和 60年卒）   会員サポート TL 

  世話人     山本 啓子  （昭和 46年卒）  （会計） 

   同       遠座 俊明  （昭和 52年卒）  会計 TL 

   同       村川 雅彦  （昭和 54年卒）  事業運営 TL 

   同       田辺 晃子  （昭和 62年卒）  （事業運営） 

   同        森  敏浩  （昭和 63年卒）  （事業運営） 

   同       廣津 聖子  （昭和 63年卒）  （会計） 

   同       信國 恵美  （平成 1年卒）   （会議運営 兼 会員サポート） 

   同       安田 良子  （平成 1年卒）   （ICT） 

   同       井上 敏博  （平成 3年卒）   （事業運営 兼 ICT） 

   同       作野 剛士  （平成 5年卒）   （会議運営） 

同       田中 健吾  （平成 8年卒）   （ICT兼 会員サポート） 
 

監事世話人    花嶋 温子  （昭和 55年卒） 

石田 岳彦  （平成 ３年卒） 

 

第 4号議案 相談役の委嘱（案）について 
   
会則第８条２項に基づき、下記の３名を相談役に委嘱することを提案します。 

松川 雅典  (昭和 40年卒)  

芦原 直哉  （昭和 45年卒） 

大竹  恵   （昭和 51年卒） 
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第 5号議案 次年度事業運営方針及び収支予算（案）について 
 

1.事業運営方針と施策 

■事業運営方針 

２０２６年度は新たな代表世話人をはじめとする新体制の下で、学年幹事「七猷会（平成７年卒）」と共に、 

『近畿修猷会１００周年』を目指す新たなスタートラインに立ち、会員の皆様に満足いただけるように 

進化を続けてまいります。 

 

方針１：クラブ・サークル活動や各イベントの更なる活性化 

  近畿修猷会の会員交流活動の充実と各イベントへの参加者拡大を目指して、情報提供や活動内容の 

発信をさらに積極的に推進します。 

 

方針２：各種データの整備と IT活用領域拡大の検討 

１０００人規模の会員組織の様々なデータを管理し、効率的な運営を目指すために、ITを活用し 

ユーザーの使いやすさを追求するとともに、セキュリティ面にも配慮したシステム整備を行います。 

また、世話人や幹事学年に依拠する事務作業の効率化とコスト削減を図るために、ＩＴの更なる活用を 

進めます。具体的には、新聞のデジタル化やスマホでも読める紙面構成などを検討します。 

 

□ 施策（主な活動スケジュール） 

  2026年 1月 17日  第 1回世話人会・・・年度方針、クラブ活動支援方針、2025年決算等 

3月 28日  第 2回世話人会・・・春新聞発行、春・秋イベント企画検討 

5月中旬   第 3回世話人会・・・春イベント準備対応、26年総会企画検討 

5月下旬   「春イベント」開催 

8月 28日  第 4回世話人会・・・秋イベント準備対応、26年総会準備対応 

9月中旬   「秋イベント」開催 

9月 26日  第 5回世話人会・・・秋新聞発行、総会準備進捗確認 

11月上旬   第 6回世話人会・・・総会議案、26年度決算見込み、次年度予算及び活動方針 

11月 21日 2026年度 近畿修猷会 総会 （第５１回） 

12月上旬   第 7回世話人会・・・26年総括、次期学年幹事（H８）引継ぎ及び忘年会・慰労会 

※ 七猷会（学年幹事）と共に世代を超えた相互交流や親睦が進むような企画を検討します。 

 

２．202６年度予算（案） 

   ２０２５年度収支見込み（繰越金 3,474千円）を基に、２０２６年度予算を下記のように提案します。   
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    No２・No3 引き続き、年会費納入者比率の向上と寄付金募集に努力します。 

    No7     諸物価高騰により、来年の総会参加費は 12,000円/人とする予定です。 

    No８・10  総会助成金は参加者 1人当たり 1,000円とします。 

    No19    施策提案の実現（IT推進・活用）のために予算化します。 

    No２０   「日本一楽しい同窓会」のために、クラブ活動助成金は同水準を維持します。 

  ※ 春・秋イベントの助成金は計上せず、参加費用の範囲で運営し、必要な場合は予備費から捻出します。 

  ※ 事業運営収支は、諸物価高騰もあり赤字となる予定ですので、引き続き皆様のご協力をお願いします。 

（ 以 上 ） 

（単位：円）

No 項　目 収入 支出 収　入 支　出

1 繰越金（N-1年12月末） A 3,593,817 3,474,224

2 年会費（3千円/⼈） 969,000 900,000 ‐ 3,000 300 ⼈を目標（26年度）

3 寄付金 2,335,400 500,000 ‐

4 振替 ‐ ‐

5 同窓会本部他助成金 40,200 40,000 ‐

6 寄付金（総会当日寄付金） 100,000 60,000 ‐

7 総会会費 2,412,000 2,160,000 ‐ 12,000 180 ⼈を目標

8 総会助成金 180,000 ‐ 1,000 180 １⼈当たり1千円

9 総会費用 4,314,006 2,500,000

10 総会助成金 ‐ 180,000

11 広告掲載料 111,000 ‐ 12,000

12 印刷代 585,811 ‐ 600,000

13 運賃郵便料 220,000 ‐ 240,000

14 事務手数料 65,000 ‐ 70,000

15 通信費 160,000 ‐ 160,000

16 送金料 7,150 ‐ 10,000

17 本部他総会出席費用 138,000 ‐ 180,000

18 当番幹事会議費 100,000 ‐ 100,000

19 IT推進研究・検討費用 50,000

20 クラブ活動助成金 240,000 ‐ 280,000

21 その他収支 3,136 38,362 30,000

22      年度収支計        B 5,859,736 5,979,329 3,840,000 4,412,000

23 単年度収支差 -119,593 -572,000

24 繰越金（N年12月末）   C 3,474,224 2,902,224

25  合　計   (A+B+C) 9,453,553 9,453,553 7,314,224 7,314,224

単年度1⼈当たり単価 5,860 5,979 3,840 4,412 会員数 1,000 ⼈として

2025年度収支見込み 2026年度予算 期間：2026年1月1日～12月31日

適　用

24年度実績並み

2026年度幹事「七猷会」活動費

同窓会本部より

同窓会本部、他地区同窓会等より

会場費・飲食費・準備費（印刷・宅配等）

予算決議により支出

同窓会本部広告費

春・秋新聞・印刷物：1000冊×2回（＠300円）

春・秋新聞郵送料：1000通×2回（＠120円）

シクミネット及び郵便振替事務手数料

ネット使用料・サーバー費用等

各種振込手数料

本部・東京・中京・福中福高総会等出席旅費

IT推進・活用のために研究・検討費用

1クラブ2万円/年活動費助成＞14クラブ

イベント補助金等

2027年度への繰越金


